
　

民
事
訴
訟
費
用
等
に
関
す
る
規
則

　

　平
成
二
八
年
四
月
一
日
以
降
有
効
な
旧
規
定

改
正
法
令
一
覧

・
消
費
者
の
財
産
的
被
害
の
集
団
的
な
回
復
の
た
め
の
民
事
の
裁
判
手
続

の
特
例
に
関
す
る
規
則
（
平
成
二
七
・
六
・
二
九
最
高
裁
規
五
）
附
則

二
条
（
平
成
二
八
・
一
〇
・
一
施
行
）

別
表
第
二
（
第
二
条
の
二
関
係
）

項

上

欄

下

欄

一
・
二
　（
略
）

二
の
二
　（
改
正
に
よ
り
追
加
）

三

裁
判
所
に
お
け
る
手
続
を
求
め
る

申
立
て
で
、
基
本
と
な
る
手
続
が

開
始
さ
れ
る
も
の
（
法
第
九
条
第

一
項
若
し
く
は
第
三
項
又
は
第
十

条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
申
立
て

並
び
に
こ
の
表
の
一
の
項
及
び
二

の
項
に
掲
げ
る
申
立
て
を
除
く
。）

千
円
。
た
だ
し
、
強
制

執
行
又
は
競
売
若
し
く

は
収
益
執
行
の
申
立
て

に
係
る
事
件
に
お
け
る

申
立
人
以
外
の
債
権
者

に
つ
い
て
は
五
百
円

四
―
六
　（
略
）

　（
後
略
）
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